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令和7年4月1日

【申請手数料】

中間検査を受けたもの 中間検査の対象となっていないもの

　　　 30㎡以下 　　　　９，０００円 　　　 ２０，０００円 　　　　２０，０００円 　　２３，０００円

　　　 30㎡を超え　100㎡以下 　　　 ２０，０００円 　　 ２６，０００円 　　　２７，０００円 　　２９，０００円

　　　100㎡を超え　200㎡以下 　　　３５，０００円 　　 ３２，０００円 　　　３７，０００円 　　４０，０００円

　　　200㎡を超え　300㎡以下 　　　４６，０００円 　　 ４２，０００円 　　　５３，０００円 　　５６，０００円

　　　300㎡を超え 1000㎡以下 　　　　 ７５，０００円 　　 ６０，０００円 　　　８８，０００円 　　９１，０００円

　　　1000㎡を超え 2000㎡以下 　　　　 １０６，０００円 　　 ８２，０００円 　　　１１０，０００円 　　１１７，０００円

　　　2000㎡を超え10000㎡以下 　　　 ２９９，０００円 　 １６７，０００円 　　１７０，０００円 　１８５，０００円

　　10000㎡を超え50000㎡以下 　　　 ４３７，０００円 　 ２７５，０００円 　　２７６，０００円 　２９１，０００円

　　50000㎡を超えるもの 　　　 ８５２，０００円 　 ５７５，０００円 　５７５，０００円 　５９０，０００円

　　　　　 ２３，０００円 　　－－－－－－ 　　－－－－－－ ３８，０００円

　　　　　 ８，０００円 　　－－－－－－ 　　－－－－－－ ２１，０００円

　　　　　 ２１，０００円 　　－－－－－－ 　　－－－－－－ 　　　２４，０００円

※　　一団地認定内の申請の場合は、不可分の敷地毎に算定します。

【計画変更申請手数料】

　エレベーター、エスカレーター 　　　　　　　　　　１１，０００円

　小荷物専用昇降機 　　　　　　　　　　６，０００円

　工作物 　　　　　　　　　　８，０００円

　　　　　　収入証紙購入場所及び時間：千葉市役所内の銀行と各区役所の銀行（午前9時から午後4時まで）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉市役所会計室と各区役所会計室（午前8時30分から午前9時及び午後4時から午後5時30分まで）
　　　　　　キャッシュレス決済の決済方法については事前にお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　＊申請手数料は千葉市収入証紙、現金、キャッシュレス決済のいずれかで納めて頂きます。

計画変更に係る部分の床面積

の２分の１の床面積（※２）に対応する

確認申請手数料の額

　建築物

※２　床面積を増加する部分にあっては、増加する部分の床面積すべて

床面積の合計 中間検査手数料

　　　計画変更確認申請手数料算定表により、地区担当のチェックを受けてください。

※１　建築物を移転、大規模の修繕、大規模の模様替又は用途変更する場合は、その部分の２分の１の床面積で手数料を算定します。

※　　用途変更に伴なう工事完了届は手数料不要です。

※　　昇降機が、法第６条第１項第３号に掲げる建築物の確認の申請又は計画の通知に係る計画に含まれる場合は、上表の建築物の額に、エレベーター、エスカレーターの額を

　　加算した額が手数料の額となります。

　小荷物専用昇降機

　工作物

完了検査手数料

　エレベーター、エスカレーター

　建築物
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